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即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて 

 

 

今般、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況と同時に、一部の自治体においては、

救急搬送受入困難事案が増加傾向である実態を踏まえ、即応病床等への救急患者の受入れに

係る病床確保料の取扱いについて別添のとおりQ＆Aを作成しましたので、ご留意いただきま

すようお願いいたします。 

なお、別添については、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療

分）に関するQ＆A（第13版）」（令和４年１月20日付け事務連絡）においても掲載している

ことを申し添えます。 

 

 昨今、一部の自治体において、救急搬送受入困難事案が増加傾向にある実態も踏まえ、

新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱等を主訴とする患者（以下「コロナ疑い患者」

という。）に対して、必要な救急医療が提供されるよう、本取扱いを含め、改めて医療機

関に対して周知をお願いします。 

さらに、コロナ疑い患者かそうでないかに関わらず、救急医療が必要な患者に対して適

切に医療が提供できるよう、「新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会」（「新型

コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施について」（令和２年５月 13

日付け事務連絡））において、普段より地域において救急医療に携わっている医療機関、

消防等の救急医療関係者と連携・協議していただき、更なる対策の推進が図られるよう取

組をお願いします。 

 

（問い合わせ先） 

病床確保料の取扱いについて 

 厚生労働省医政局総務課 

Tel 03(5253)1111 

(内線 2604/4183/2672/4060/2630/2651) 

救急医療提供体制について 

 厚生労働省医政局地域医療計画課 

Tel 03(5253)1111 

(内線 2597/2556) 

 



（別添） 

 

（答） 

○ 「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染症患者以

外の患者を受け入れてはいけない」とは、病床確保料の支給対象期間が、即応病床

又は休止病床に患者を受け入れていない期間（＝当該病床に診療報酬が支払われて

いない期間）であることを明示したものです。 

 

○ したがって、即応病床等に新型コロナウイルス感染症であることが確定した患者

以外の患者を受け入れることは可能です。救急の場合など、即応病床等に一時的に

患者を受け入れて、その後、短期間で即応病床等ではない別の病床に当該患者を移

し、再度即応病床化するといった事例が考えられます。都道府県において、新型コ

ロナウイルス感染症患者の受入れに支障のない範囲で、各医療機関における柔軟な

病床の利用ができるよう最大限留意してください。 

 

○ その際、病床確保料の算定に当たっては、G-MIS などを効果的に活用し、１日単

位での患者の有無を把握して算定して下さい。 

 

 

 

 

問 実施要綱中「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染

症患者以外の患者を受け入れてはいけない」とありますが、即応病床又は休止病床

に救急患者を受け入れた場合、病床確保料の取扱いについて改めてご教示ください。 


